
遊漁規則変更内容 

 

組合名   根尾川筋漁業協同組合 

漁業権番号 内共第８号 

変 更 後 現 行 変更理由 
施行予定年

月日 

第１条～第２条 【略】 

 

（漁具・漁法の制限） 

第３条 【略】 

 ２【略】 

３ 第１項で規定するあゆ友釣りにおいてリールを使用できる

区域は次の区域とする 

東谷川の樽見堰堤から上流板屋堰堤までと板屋谷川の東谷川との

合流から上流跡路橋まで 

西谷川の長島放水口から上流能郷堰堤まで 

 

第４条～第５条 【略】 
 

（釣り専用区） 

第６条 【略】 

ア 区 域 イ 期 間 ウ 漁法・漁具 

【削除】 【削除】 【削除】 

【削除】 【削除】 【削除】 

【削除】 【削除】 【削除】 

第１条～第２条 【略】 

 

（漁具・漁法の制限） 

第３条 【略】 

 ２【略】 

３ 第１項で規定するあゆ友釣りにおいてリールを使用できる

区域は次の区域とする 

根尾川の金原ダムより上流全域 

（ただし友釣り優先、友釣り専用区期間中は禁止） 

 

第４条～第５条 【略】 

 

（釣り専用区） 

第６条 【略】 

ア 区 域 イ 期 間 ウ 漁法・漁具 

板屋谷川（東谷との

合流点から上流全

域） 

１月１日から 12 月

31日迄で組合が定め

て公示する期間 

鮎の友釣り・毛針釣 

雑魚の餌釣・毛針釣 

ルアー釣・フライ釣 

八谷谷の第一堰堤か

ら上流全域 
〃 〃 

能郷谷の第一堰堤か

ら上流全域 
〃 〃 

 

 

【漁具・漁法の制限】 

鮎ルアーの専用区及び

可能区の設定に伴い変

更するもの。 

 

 

 

 

 

 

 

【釣り専用区】 

当該区域においては支

流ごとに網漁を禁止し

ていたが、遊漁者の誘

客のため、より広範囲

で網漁を禁止するも

の。 

 

【鮎ルアー専用区】 

鮎ルアーにおいては魚

が濃密でないと釣れに

くいため、堰で区切ら

れた場所を鮎ルアー専

認可の日

から 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

【削除】 【削除】 【削除】 

【削除】 【削除】 【削除】 

東谷川の樽見堰堤か

ら上流板屋堰堤まで 

１月１日から 12 月

31日迄で組合が定め

て公示する期間 

鮎のルアー釣 

東谷川の板屋堰堤か

ら上流全域 
〃 

鮎の友釣り・毛針釣 

雑魚の餌釣・毛針釣 

雑魚のルアー釣・フ

ライ釣 

板屋谷川の東谷川と

の合流から上流跡路

橋まで 

〃 

鮎のルアー釣・友

釣・毛針釣・雑魚の

餌釣・毛針釣・雑魚

のルアー釣・フライ

釣 

西谷川の長島放水口

から上流能郷堰堤ま

で 

〃 鮎のルアー釣 

西谷川の黒津堰堤か

ら上流全域 
〃 

鮎の友釣り・毛針釣 

雑魚の餌釣・毛針釣 

雑魚のルアー釣・フ

ライ釣 

第７条～第１３条 【略】 

附則 【略】 

西谷川の須合谷と大

河原の合流点から上

流全域 

〃 〃 

東谷川の越田土橋上

流端から上流全域 
〃 〃 

【新設】 【新設】 【新設】 

【新設】 【新設】 【新設】 

【新設】 【新設】 【新設】 

【新設】 【新設】 【新設】 

【新設】 【新設】 【新設】 

第７条～第１３条 【略】 

附則 【略】 

用区に設定し、濃密放

流を実施予定。なお、

他の釣りとのトラブル

を避けるため、鮎の

ルアー釣のみの専用

区も設けるもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


